
内

閣

府
、
総

務

省
、
法

務

省
、

○

認
可
特
定
保
険
業
者
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二
十
三
年
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
令
第
一
号
）

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環

境

省

改

正

案

現

行

（
価
格
変
動
準
備
金
対
象
資
産
）

（
価
格
変
動
準
備
金
対
象
資
産
）

第
四
十
条

法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
十

第
四
十
条

法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
十

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
資
産
と

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
資
産
と

す
る
。
た
だ
し
、
特
別
勘
定
に
属
す
る
財
産
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

す
る
。
た
だ
し
、
特
別
勘
定
に
属
す
る
財
産
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一

株
式
及
び
新
株
予
約
権
証
券
、
法
人
に
対
す
る
出
資
、
優
先
出
資
及
び
預

一

株
式
及
び
新
株
予
約
権
証
券
、
法
人
に
対
す
る
出
資
、
優
先
出
資
及
び
預

託
を
表
示
す
る
証
券
又
は
証
書
、
株
式
そ
の
他
に
係
る
投
資
信
託
の
受
益
証

託
を
表
示
す
る
証
券
又
は
証
書
、
株
式
そ
の
他
に
係
る
投
資
信
託
の
受
益
証

券
若
し
く
は
投
資
証
券
若
し
く
は
新
投
資
口
予
約
権
証
券
又
は
金
銭
の
信
託

券
若
し
く
は
投
資
証
券
又
は
金
銭
の
信
託
の
受
益
権
を
表
示
す
る
証
券
若
し

の
受
益
権
を
表
示
す
る
証
券
若
し
く
は
証
書
及
び
貸
付
有
価
証
券
並
び
に
こ

く
は
証
書
及
び
貸
付
有
価
証
券
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
資
産

れ
ら
に
準
ず
る
資
産

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

（
保
険
計
理
人
の
要
件
に
該
当
す
る
者
）

（
保
険
計
理
人
の
要
件
に
該
当
す
る
者
）

第
五
十
一
条

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法

第
五
十
一
条

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法

第
百
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は

第
百
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

公
益
社
団
法
人
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
会
の
正
会
員
で
あ
り
、
か
つ
、
保

一

社
団
法
人
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
会
（
昭
和
三
十
八
年
五
月
十
四
日
に
社

険
数
理
（
年
金
数
理
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
業
務
に

団
法
人
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う

五
年
以
上
従
事
し
た
者

。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
正
会
員
で
あ
り
、
か
つ
、
保
険
数
理
（
年
金



数
理
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事

し
た
者

二

公
益
社
団
法
人
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
会
の
準
会
員
（
資
格
試
験
の
う
ち

二

社
団
法
人
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
会
の
準
会
員
（
資
格
試
験
の
う
ち
五
科

五
科
目
以
上
に
合
格
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
保
険
数
理
に
関

目
以
上
に
合
格
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
保
険
数
理
に
関
す
る

す
る
業
務
に
十
年
以
上
従
事
し
た
者

業
務
に
十
年
以
上
従
事
し
た
者

（
届
出
事
項
等
）

（
届
出
事
項
等
）

第
六
十
四
条

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

第
六
十
四
条

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
主
務
省

準
用
す
る
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
主
務
省

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

認
可
特
定
保
険
業
者
、
そ
の
子
会
社
又
は
業
務
の
委
託
先
（
第
四
項
に

十
一

認
可
特
定
保
険
業
者
又
は
そ
の
子
会
社
（
第
四
項
に
お
い
て
「
認
可
特

お
い
て
「
認
可
特
定
保
険
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
不
祥
事
件
（
業

定
保
険
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
不
祥
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
を
知

務
の
委
託
先
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
可
特
定
保
険
業
者
が
委
託
す
る
業
務
に

っ
た
場
合

係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
「
不
祥
事
件
」
と
は
、
認
可
特
定
保
険
業
者

４

第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
「
不
祥
事
件
」
と
は
、
認
可
特
定
保
険
業
者

等
、
認
可
特
定
保
険
業
者
等
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
又
は
認
可
特
定
保
険
業

等
、
認
可
特
定
保
険
業
者
等
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
又
は
認
可
特
定
保
険
業

者
等
（
認
可
特
定
保
険
業
者
の
業
務
の
委
託
先
を
除
く
。
）
の
た
め
に
保
険
募

者
等
の
た
め
に
保
険
募
集
を
行
う
者
若
し
く
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が

集
を
行
う
者
若
し
く
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
い
う
。

に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
い
う
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）



附

則

附

則

（
保
険
計
理
人
の
要
件
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
保
険
計
理
人
の
要
件
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百

第
二
条

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百

二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は
、
こ

二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は
、
こ

の
命
令
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
保
険
数
理

の
命
令
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
保
険
数
理

に
関
し
て
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
と
し
て
、
第
五
十
一
条
各
号
に
定
め
る
者

に
関
し
て
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
と
し
て
、
第
五
十
一
条
各
号
に
定
め
る
者

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
と
す
る
。

す
る
者
と
す
る
。

一

公
益
社
団
法
人
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
会
の
正
会
員
で
あ
り
、
か
つ
、
保

一

社
団
法
人
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
会
（
昭
和
三
十
八
年
五
月
十
四
日
に
社

険
数
理
（
年
金
数
理
を
含
む
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関

団
法
人
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う

す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者

。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
正
会
員
で
あ
り
、
か
つ
、
保
険
数
理
（
年
金

数
理
を
含
む
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
業
務
に
三

年
以
上
従
事
し
た
者

二

公
益
社
団
法
人
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
会
の
準
会
員
（
資
格
試
験
の
う
ち

二

社
団
法
人
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
会
の
準
会
員
（
資
格
試
験
の
う
ち
五
科

五
科
目
以
上
に
合
格
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
保
険
数
理
に
関

目
以
上
に
合
格
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
保
険
数
理
に
関
す
る

す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者

業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者

三

（
略
）

三

（
略
）


